
いいえ

  　はい

※必須

　　改修プランの決定

※認定は市の講習を受講して下さい。

指導
不適合 審査 30日以内 審査 不適合

　適合 適合 不適合

適合通知 補助なし

建築確認申請

　　　　　　　　　適合

建築許可

　　　　　　工事完了後

※ 行為の制限に対する適合基準と、補助交付の適合基準は異なります。（補助交付基準の方が厳しい）

不適合のまま工事着手した場合

工　　　事

原状回復命令原状回復命令原状回復命令原状回復命令、、、、立入検査等立入検査等立入検査等立入検査等

工事の完了検査（（（（罰則規定罰則規定罰則規定罰則規定ありありありあり：：：：罰金罰金罰金罰金、、、、懲役懲役懲役懲役））））

その他

設計、業者見積り（補助申請を行う場合は市の認定業者）

行為の届出書 補助金交付申請

改修等の行為

届出対象

事前協議（景観住まいづくり相談会、景観アドバイザー、計画課）

行為の制限に対する届出 まちなみ景観形成事業補助金

指導、勧告、変更命令

補助交付請求（実績報告）の提出

補助金交付決定

工　事


